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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第75期
第３四半期
連結累計期間

第76期
第３四半期
連結累計期間

第75期
第３四半期
連結会計期間

第76期
第３四半期
連結会計期間

第75期

会計期間

自  平成21年
     ４月１日
至  平成21年
     12月31日

自  平成22年
     ４月１日
至  平成22年
     12月31日

自  平成21年
     10月１日
至  平成21年
     12月31日

自  平成22年
     10月１日
至  平成22年
     12月31日

自  平成21年
     ４月１日
至  平成22年
     ３月31日

売上高 (百万円) 158,867 160,206 50,843 49,597 232,029

経常利益
又は経常損失（△）

(百万円) 68 △690 821 △779 4,829

四半期純利益又は四半
期(当期)純損失(△)

(百万円) △850 △4,699 73 △1,280 △725

純資産額 (百万円) ― ― 94,520 85,457 96,109

総資産額 (百万円) ― ― 257,665 228,802 246,599

１株当たり純資産額 (円) ― ― 393.09 355.24 399.56

１株当たり四半期
純利益金額又は四半期
(当期)純損失金額(△)

(円) △3.54 △19.56 0.31 △5.33 △3.02

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ─ ─ 0.31 ─ ─

自己資本比率 (％) ― ― 36.7 37.3 38.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 11,767 417 ― ― 17,870

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △20,311 △3,579 ― ― △22,287

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 27,734 △10,650 ― ― 17,914

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 39,764 20,723 34,912

従業員数 (名) ― ― 7,376 8,518 8,793

(注) １  売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　第75期第３四半期連結累計期間、第76期第３四半期連結累計期間、第76期第３四半期連結会計期間及び第75期

の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在しますが、１株当たり四半

期(当期)純損失であるため、記載しておりません。

３　当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については、記載し

ておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容に重

要な変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成22年12月31日現在

従業員数(名) 8,518

(注) １　従業員数は、就業人員数を記載しております。

　

(2) 提出会社の状況

平成22年12月31日現在

従業員数(名) 52

(注) １　従業員数は、就業人員数を記載しております。

２　従業員は、概ね子会社からの出向者で構成されております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】
　

(1) 生産実績

当第３四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

セグメントの名称 金額(百万円) 前年同四半期比(％)

日　　本 19,448 ─

北　　米 13,384 ─

欧　　州 5,622 ─

合　　計 38,455 ─

(注) １  上記の金額は、製造原価によっており、相殺消去前の金額であります。
２  上記の金額に、消費税等は含まれておりません。

　
(2) 受注状況

当第３四半期連結会計期間における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

セグメントの名称 受注高(百万円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(百万円)

前年同四半期比
(％)

日　　本 29,350 ─ 74,534 ─

欧　　州 14,053 ─ 8,857 ─

合　　計 43,403 ─ 83,392 ─

(注) １  北米では、一部で受注生産を行っておりますが、金額が僅少であるため、記載を省略しております。

２  上記の金額は、相殺消去前の金額であります。

３  上記の金額に、消費税等は含まれておりません。

　
(3) 販売実績

当第３四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

セグメント等の名称 金額(百万円) 前年同四半期比(％)

日　　本 24,261 ─

北　　米 17,003 ─

欧　　州 8,318 ─

報告セグメント計 49,583 ─

調整額 13 ─

合　　計 49,597 ─

(注) １  セグメント間取引については、相殺消去しております。

２  上記の金額に、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」から

重要な変更は以下のとおりであります。

　

公正取引委員会による調査

平成22年６月９日、公正取引委員会より当社において独占禁止法第３条の規定に違反する行為（「近畿

地区における受注調整関係事件」）があったとして課徴金納付命令を受けました。また、同日付で同委員会

より当社連結子会社の三和シヤッター工業株式会社（以下、「三和シヤッター」という。）において独占禁

止法第３条の規定に違反する行為（「近畿地区における受注調整関係事件」及び「全国における価格カル

テル関係事件」）があったとして排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。

これらのうち、当社及び三和シヤッターでの「近畿地区における受注調整関係事件」に係る課徴金納付

命令、三和シヤッターでの「全国における価格カルテル関係事件」に係る排除措置命令及び課徴金納付命

令については、これを不服として、平成22年８月４日に同委員会に審判請求を行い、平成22年10月４日付で

同委員会より審判手続きを開始する通知を受け、平成22年11月10日に審判が開始されました。

なお「近畿地区における受注調整関係事件」に関しては、平成22年８月10日に排除措置命令が確定し、三

和シヤッターは、平成22年10月25日付で国土交通省関東地方整備局から、建設業法第28条第３項の規定に基

づき、平成22年11月９日から平成22年12月８日までの30日間の営業停止処分を受けました。
　

当社グループは、今回の処分を厳粛に受け止め、コンプライアンスの一層の徹底と再発防止に努め、信頼

の回復に全力を挙げて取り組んでおります。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(１) 業績の状況

当第３四半期連結会計期間における国内経済は、企業収益の改善や設備投資が持ち直しつつあるもの

の、失業率が高水準にあるなど厳しい状況が続き、景気回復は足踏み状態となりました。海外では、米国経

済は、住宅購入支援策の終了に伴う反動がありましたが、個人消費、設備投資は堅調に推移し、景気は弱い

ながらも回復傾向で推移しました。また、欧州経済は、財政危機などの影響により一部で停滞がみられる

ものの、ドイツなどの主要国を中心に改善が見られました。

このような環境下、当社グループでは、受注の確保・拡大、事業再構築によるコスト削減を最優先に取

り組み、特に米国においては、前連結会計年度に買収したドア会社との統合シナジーの効果創出により、

予想以上の成果を上げました。しかし、国内においては、連結子会社の三和シヤッター工業株式会社が独

占禁止法に違反する行為があったとして平成22年10月25日付で国土交通省関東地方整備局より、建設業

法第28条第３項の規定に基づき、平成22年11月９日から平成22年12月８日までの30日間の営業停止命令

を受け、業績への影響が生じました。

以上の結果、当第３四半期連結会計期間における連結売上高は、前年同四半期比2.5％減の49,597百万

円にとなりました。利益面では、ＴＣＲ活動や構造改革、緊急コスト削減策をグローバルベースで推進し

ましたが、615百万円の営業損失（前年同四半期は1,151百万円の営業利益）となり、経常損失は779百万

円（前年同四半期は821百万円の経常利益）、四半期利益は、連結子会社において退職給付制度の変更に

伴う退職給付費用として特別損失を計上したことなどにより、前年同四半期に比べ1,354百万円悪化し

1,280百万円の四半期純損失となりました。

　

セグメントの業績は以下のとおりであります。

　

①日本

受注の確保・拡大の最優先に取り組みましたが、三和シヤッター工業株式会社の営業停止による影響

により売上高は伸長せず24,261百万円となりました。利益に関しましては、ＴＣＲ活動や構造改革、緊急

コスト削減策を継続的に実施しましたが837百万円のセグメント損失となりました。

　

②北米

住宅市場の回復の遅れが影響しているものの、自動ドア事業は堅調に推移し、前連結会計年度に買収し

たドア会社との統合シナジー効果により売上高は17,003百万円となりました。利益に関しましては、コス

ト削減と増収により758百万円のセグメント利益となりました。

　

③欧州

欧州全体での住宅市場については改善しつつありますが、建設市場は依然として停滞しており住宅用

・ビル用ドア、産業用ドアが低調に推移し、売上高は8,318百万円となりました。利益に関しましては、事

業再構築による製造コスト削減、調達コスト低減や人件費を含む諸経費を削減し264百万円のセグメント

利益となりました。
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(２) 財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、主に現金及び預金、売上債権の減少により、前連結会計年度

末と比べ17,796百万円減少し228,802百万円となりました。また、負債は主に借入金の返済及び社債の償

還により、前連結会計年度末と比べ7,144百万円減少し143,344百万円となりました。純資産については主

に為替換算調整勘定の減少により、前連結会計年度末と比べ10,651百万円減少し85,457百万円となりま

した。以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末と比べ1.6ポイント悪化し37.3％となりました。

　

(３) キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、第２四半期連結

会計期間末に比べ11,933百万円減少し20,723百万円となりました。当第３四半期連結会計期間における区

分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

　

営業活動によるキャッシュ・フローは、主にたな卸資産の増加及び退職給付引当金の減少により、前年同

四半期に比べ5,892百万円減少し627百万円の資金減少となりました。

　

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期の米国での営業譲受による支出がなくなった為、前

年同四半期に比べ20,372百万円増加となりましたが、主に設備投資による支出が増加し1,454百万円の資金

減少となりました。

　

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に社債の償還による支出により、前年同四半期に比べ39,255百

万円減少し9,792百万円の資金減少となりました。

　

(４) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財政上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

　

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容

等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

　

当社は平成20年５月12日開催の当社取締役会において、会社の支配に関する基本方針（以下「基本方

針」という。）の一部改定及び従来の当社株式の大量取得行為に関する対応策に所要の修正を加えた対応

策（以下「本プラン」という。）への更新を決議し、本プランは、平成20年６月24日開催の当社第73期定時

株主総会において、承認可決されております。

また、平成21年４月28日開催の当社取締役会において、本プランについて、実質株主名簿の記載削除等の

株券電子化に伴う所要の修正を決議しております。
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１．基本方針の内容の概要

当社グループは、「安全、安心、快適を提供することにより社会に貢献する」ことを使命と定め、こ

の使命を具現化した商品とサービスをお客様に提供することにより、当社企業価値及び株主共同の利

益の確保・向上に取り組んでおります。

その上で、当社グループは以下を経営理念として定め、これらを実践することが、当社グループの企

業価値の源泉であると考えています。

①お客さますべてが満足する商品、サービスを提供する

②世界の各地域で評価されるグローバルな企業グループとなる

③個人の創造力を結集してチームワークにより企業価値を高める

かかる経営理念のもと、現在、当社グループは、日本における強固な事業基盤を基礎としつつ、米国

・欧州・中国（アジア）等の世界主要地域に事業展開しています。かかる各地域でその地域特性を生

かした販売・調達・生産・技術開発及び新ビジネスの開拓を各々の地域のグループ会社が分担する

とともに、当社グループとしてグローバル・シナジーを最大限に発揮することが、お客様が満足する

競争力の高い製品・サービスを提供するために必要と考えております。また、当社グループは、「ス

チール建材のグローバル・トップ・ブランド」を目指した取組みを行っておりますが、ブランドの育

成・確立は一朝一夕にできるものではなく、役職員が一丸となって、お客様に対し、安全・安心・快適

を中長期的に安定的に提供するとともに、社会の期待と信頼に応えるべく情報公開の拡充や法令遵守

・環境保全・社会貢献等による企業の社会的責任の達成等を図ることで、はじめて皆様からの信頼を

得られるものと考えております。

これらの取組みによって、当社グループの企業価値及び株主共同の利益を持続的かつ長期的に向上

させるためには、株主の皆様はもとより、お客様、取引先、従業員、地域関係者等のステークホルダーと

の適切な関係を維持、発展させていくことが極めて重要であり、これらのステークホルダーの利益に

も十分配慮した経営を行う必要があります。

従って、当社の株券等の大量取得の提案を受けた場合、その大量取得が当社の企業価値及び株主共

同の利益に及ぼす影響を適切に判断するためには、買収者の大量取得の目的、買収者の提案する事業

計画の実現可能性・適法性、当社グループのブランド・人的資源を含む有形無形の経営資源、ステー

クホルダーに与える影響とそれが企業価値に及ぼす影響、世界中の各地域の有機的結合により実現さ

れるシナジー効果等、当社グループの企業価値を構成する要素が十分に把握される必要があります。

当社は当社株主の在り方について、株主は市場における自由な取引により当社株式を取得した株主

に必然的に決まるものと認識しており、会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるか否かの判断

も、最終的には、当社株主の総体的意思に委ねられるべきものと考えています。しかし、上記の様々な

要素に鑑みて、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資さない当社株券等の大量取

得を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては適切でないと考えておりま

す。

　

２．当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の上記基本方針の実現に資する特別な取組み

の概要

当社では、上記基本方針の実現に資する取組みとして、平成12年12月に策定した長期経営ビジョン

「三和２０１０ビジョン」を実行することにより、当社グループの経営資源を有効に活用し、当社グ

ループの企業価値及び株主共同の利益の向上を実現して行く考えであります。

◎ 長期経営ビジョン「三和２０１０ビジョン」

Ⅰ「基本方針」
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当社グループは、以下の基本方針に基づき企業価値の向上を目指しております。

○企業価値創造のための事業の選択と集中により、日本、米国、欧州、中国（アジア）の４極で「動く

建材」分野において確固たる地位を築くとともに、環境、防犯などの新規建材分野への進出を果た

します。

○夢を共有し実現させるために、経営体質をより企業価値創造に直結したものにし、Ｐ(Plan)、Ｄ

(Do)、Ｃ(Check)、Ａ(Action)を戦略的にまわし、健全で透明性のより高いグループを目指します。

Ⅱ「事業戦略目標」

当社グループは、上記基本方針のもと、日本・米国・欧州・中国（アジア）でそれぞれの事業をバ

ランスよく均衡させ、当社グループとしてのグローバル・シナジーを最大限発揮し、常にお客様の

ニーズにあった競争力の高い製品・サービスの提供に取り組んでいます。

○日本では、シャッター依存型から脱却し、ドア、ステンレス、自動ドアにおけるリーディングカンパ

ニーであり、ストック需要の分野においても、メンテナンス・サービス、リフォーム事業において

確固たる地位を築いております。

○米国では、ガレージドア、シャッター、オペレータ、自動ドアにおけるリーディングカンパニーとし

て、流通分野の付加価値の取り込みに努めております。

○欧州では、ガレージドア、シャッター、オペレータ、自動ドアにおける主要企業を傘下に収め、統合

のメリットを生かした経営を行っております。

○アジアでは、ASEAN、中国への直接投資により、ドア、シャッターでの地位を確立すべく、更なる向上

を目指しております。

　

３．本プランの内容（上記基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が

支配されることを防止するための取組み）の概要

本プランは、上記基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配

されることを防止するための取組みであります。当社株券等に対する買付等（①当社が発行者である

株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付その他の取得、もしくは②当社が発

行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有

割合の合計が20％以上となる公開買付け等）が行われた際に、当該買付等を行おうとする買付者等に

対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当社が、当該買付等についての情報収集・検討・

分析等を行う時間を確保し、当社株主に当社経営陣の計画や代替案等を提示し、又は当該買付者等と

交渉等を行う等により、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保し、向上させることを目的とする

ものです。

上記の買付等を行う買付者等は、当該買付等の実行に先立ち、当社に対して、買付等に係る情報及び

本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面を提出していただきます。独立委員

会は、独立した専門家の助言を得ながら、買付者等から提出された情報や当社取締役会からの意見や

情報、代替案（もしあれば）等の検討、買付者等との交渉、株主の皆様への情報開示等を行うものとし

ます。

独立委員会は、買付者等が本プランに定められた手続を遵守しなかった場合、買付者等が当社の企

業価値及び株主共同の利益の確保・向上に対する明白な侵害をもたらす虞のある買付等の場合等、本

プランの定める要件のいずれかに該当し、かつ、新株予約権の無償割当てをすることが相当と判断す

る場合、取締役会に対して、新株予約権の無償割当てを実施すべき旨を勧告します。

当社取締役会は、独立委員会の勧告等を最大限尊重して新株予約権の無償割当ての実施又は不実施

に関する会社法上の機関としての決議を行うものとします。買付者等並びにその共同保有者及び特別
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関係者は、当社取締役会が新株予約権の無償割当ての不実施に関する決議を行うまでの間、買付等を

してはならないものとします。なお、当社取締役会は、上記決議を行った場合、当該決議の概要その他

当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行います。

本プランが発動されることとなった場合、当社は、(ⅰ)買付者等による権利行使は認められないと

の行使条件、及び(ⅱ)当社が当該買付者等以外の者から当社株式１株と引換えに新株予約権１個を取

得する旨の取得条項が付された新株予約権を当社取締役会が定める一定の日の全ての株主に対し、そ

の有する株式１株につき新株予約権１個の割合で、新株予約権を無償割当てすることを予定しており

ます。

本プランの有効期間は、平成23年３月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。但し、有効期

間満了前であっても、(i)当社株主総会において本プランに係る本新株予約権の無償割当てに関する

事項についての取締役会への委任を撤回する旨の決議がなされた場合、又は(ii)取締役会において本

プランを廃止する旨の決議がなされた場合は、その時点をもって本プランは廃止されるものとしま

す。

　

４．基本方針の実現に資する特別な取組み及び本プランに対する取締役会の判断及びその理由

当社取締役会は、上記２．に記載の長期経営ビジョン「三和２０１０ビジョン」を実行していくこ

とが、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保し、向上させることを目的とするものであることか

ら、基本方針に沿うものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位

の維持を目的とするものでないと判断しております。

特に、本プランは経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利

益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を全て充足していること、本プ

ランは、第73期定時株主総会において株主の承認を条件に更新していること、その内容として合理的

な客観的要件が設定されていること、独立した社外取締役等によって構成される独立委員会が設置さ

れており、本プランの発動に際しては独立委員会による勧告を経ることが必要とされていること、独

立委員会は当社の費用で第三者専門家を利用することができるとされていること、有効期間は平成23

年３月期の事業年度に係る定時株主総会の終結の時までの３年間であり、さらに、本プランの有効期

間満了前であっても、当社株主総会又は取締役会の決議によりいつでも廃止できるとされていること

などにより、その公正性・客観性が担保されており、企業価値・株主共同の利益に資するものであっ

て、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

　

(５) 研究開発活動

当第３四半期連結会計期間の研究開発費の総額は586百万円であります。

なお、当第３四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありませ

ん。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

　

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

　

当第３四半期連結会計期間において、第２四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、

除却等について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 550,000,000

計 550,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年２月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 257,920,497257,920,497
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は1,000株
であります。

計 257,920,497257,920,497― ―

(注)　提出日現在の発行数には、平成23年２月１日から本四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され

た株式数は、含まれておりません。 
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(2) 【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行している新株予約権は、次のとおりであります。

平成20年６月26日開催の取締役会決議に基づくもの

　
第３四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)

新株予約権の数 110個（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 110,000株（注）２

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき１円（注）３

新株予約権の行使期間 平成20年７月16日～平成50年７月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格　　１株当たり１円
資本組入額　　　　（注）４

新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日
から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権
を行使することができる。

(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定
相続人は、以下に従い、新株予約権を行使することが
できる。ただし、新株予約権者が、当社所定の書面に
より、当社に対し、法定相続人による権利行使を希望
しない旨を申し出た場合はこの限りではない。
新株予約権者の法定相続人は、その全員が共同し

て、代表相続人（以下、「権利承継者」という）を選
任し、当社所定の手続きを行い、新株予約権を相続し
たうえで新株予約権を行使することができる。ただ
し、権利承継者が新株予約権を行使できる期間は、新
株予約権者が死亡した日の翌日から３ヶ月を経過す
る日までの間に限るものとする。

(3)新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に
担保権の設定及び質入れ等一切の処分を行うことが
できない。

(4)その他の権利行使条件は、当社と新株予約権者との
間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めると
ころによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権者は本新株予約権を他に譲渡することは
できない。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５

(注) １　新株予約権１個当たりの目的となる株式数は1,000株とする。
２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただ
し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について
行われ、調整により生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転（以下総称して「合併等」という）を行う場合、株式の
無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の
うえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。

３　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる
株式１株当たりの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

４　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に
従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その
端数を切り上げるものとする。
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５　組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が組織再編に際して定める契約書または計画書等に次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付する
旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するもの
とする。
①合併（当社が消滅する場合に限る）
　合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
　吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
　新設分割により設立する株式会社
④株式交換
　株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
　株式移転により設立する株式会社
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平成21年６月30日開催の取締役会決議に基づくもの

　
第３四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)

新株予約権の数 118個（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 118,000株（注）２

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき１円（注）３

新株予約権の行使期間 平成21年７月16日～平成51年７月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格　　１株当たり１円
資本組入額　　　　（注）４

新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日
から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権
を行使することができる。

(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定
相続人は、以下に従い、新株予約権を行使することが
できる。ただし、新株予約権者が、当社所定の書面に
より、当社に対し、法定相続人による権利行使を希望
しない旨を申し出た場合はこの限りではない。
新株予約権者の法定相続人は、その全員が共同し

て、代表相続人（以下、「権利承継者」という）を選
任し、当社所定の手続きを行い、新株予約権を相続し
たうえで新株予約権を行使することができる。ただ
し、権利承継者が新株予約権を行使できる期間は、新
株予約権者が死亡した日の翌日から３ヶ月を経過す
る日までの間に限るものとする。

(3)新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に
担保権の設定及び質入れ等一切の処分を行うことが
できない。

(4)その他の権利行使条件は、当社と新株予約権者との
間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めると
ころによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権者は本新株予約権を他に譲渡することは
できない。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５

(注) １　新株予約権１個当たりの目的となる株式数は1,000株とする。
２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただ
し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について
行われ、調整により生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転（以下総称して「合併等」という）を行う場合、株式の
無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の
うえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。

３　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる
株式１株当たりの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

４　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に
従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その
端数を切り上げるものとする。
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５　組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が組織再編に際して定める契約書または計画書等に次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付する
旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するもの
とする。
①合併（当社が消滅する場合に限る）
　合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
　吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
　新設分割により設立する株式会社
④株式交換
　株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
　株式移転により設立する株式会社
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平成22年６月30日開催の取締役会決議に基づくもの

　
第３四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)

新株予約権の数 141個（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 141,000株（注）２

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき１円（注）３

新株予約権の行使期間 平成22年７月16日～平成52年７月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格　　１株当たり１円
資本組入額　　　　（注）４

新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日
から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権
を行使することができる。

(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定
相続人は、以下に従い、新株予約権を行使することが
できる。ただし、新株予約権者が、当社所定の書面に
より、当社に対し、法定相続人による権利行使を希望
しない旨を申し出た場合はこの限りではない。
新株予約権者の法定相続人は、その全員が共同し

て、代表相続人（以下、「権利承継者」という）を選
任し、当社所定の手続きを行い、新株予約権を相続し
たうえで新株予約権を行使することができる。ただ
し、権利承継者が新株予約権を行使できる期間は、新
株予約権者が死亡した日の翌日から３ヶ月を経過す
る日までの間に限るものとする。

(3)新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に
担保権の設定及び質入れ等一切の処分を行うことが
できない。

(4)その他の権利行使条件は、当社と新株予約権者との
間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めると
ころによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権者は本新株予約権を他に譲渡することは
できない。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５

(注) １　新株予約権１個当たりの目的となる株式数は1,000株とする。
２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただ
し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について
行われ、調整により生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転（以下総称して「合併等」という）を行う場合、株式の
無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の
うえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。

３　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる
株式１株当たりの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

４　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に
従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その
端数を切り上げるものとする。
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５　組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が組織再編に際して定める契約書または計画書等に次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付する
旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するもの
とする。
①合併（当社が消滅する場合に限る）
　合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
　吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
　新設分割により設立する株式会社
④株式交換
　株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
　株式移転により設立する株式会社

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

　

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成22年10月１日～
平成22年12月31日

─ 257,920 ─ 38,413 ─ 39,902
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(6) 【大株主の状況】

当第３四半期会計期間において、大量保有報告書及び変更報告書により、以下のとおり報告を受けてお

ります。

シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド及びシルチェスター・インター

ナショナル・インベスターズ・エルエルピーから平成22年11月８日付で関東財務局長に大量保有報告書

（変更報告書）の提出があり、シルチェスター・パートナーズ・リミテッド（シルチェスター・イン

ターナショナル・インベスターズ・リミテッドから商号変更）が、シルチェスター・インターナショナ

ル・インベスターズ・エルエルピーに株式を全額譲渡し、平成22年11月１日現在で以下の株式を所有し

ている旨の報告を受けておりますが、当社として当第３四半期会計期間末における当該法人名義の実質

所有株式数の確認ができておりません。

なお、当該報告書に係る主要株主の異動に関しましては、平成22年11月15日付で臨時報告書を提出して

おります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
(千株)

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(％)

シルチェスター・インターナ
ショナル・インベスターズ・エ
ルエルピー

1 BRUTON STREET LONDON W1J6TL, UK26,523 10.28

　

野村アセットマネジメント株式会社から平成22年11月18日付で関東財務局長に提出された大量保有報

告書により平成22年11月15日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社とし

て当第３四半期会計期間末における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができておりません。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
(千株)

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(％)

野村アセットマネジメント株式
会社

東京都中央区日本橋一丁目12番１号 13,624 5.28
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載す

ることができませんので、直前の基準日である平成22年９月30日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成22年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 17,596,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 239,046,000 239,046 ―

単元未満株式 普通株式 1,278,497 ― ―

発行済株式総数 257,920,497 ― ―

総株主の議決権 ― 239,046 ―

(注)  「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式690株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成22年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数の
合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
三和ホールディングス
株式会社

東京都新宿区西新宿
二丁目１番１号

17,596,000 ― 17,596,0006.82

計 ― 17,596,000 ― 17,596,0006.82

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成22年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 367 350 303 295 281 265 250 254 279

最低(円) 312 265 259 262 240 242 222 215 247

(注)  株価の最高・最低は東京証券取引所市場第一部におけるものを記載しております。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、本四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び前第３四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第３四半期連結会計期間(平成22年10月１日から平成22年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年12月31日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間(平成21年10月１

日から平成21年12月31日まで)及び前第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間(平成22年10月１日から平成22年12月31日

まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年12月31日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、協立監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 21,298 31,538

受取手形及び売掛金 ※4
 44,754 57,263

有価証券 1,873 4,185

商品及び製品 8,079 7,752

仕掛品 ※2
 27,933

※2
 16,360

原材料 11,097 9,955

その他 8,126 7,414

貸倒引当金 △1,093 △1,116

流動資産合計 122,069 133,354

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※1
 17,486

※1
 19,609

土地 22,564 22,847

その他（純額） ※1
 13,291

※1
 15,979

有形固定資産合計 53,342 58,435

無形固定資産

のれん 409 1,643

その他 14,604 14,273

無形固定資産合計 15,013 15,917

投資その他の資産

投資有価証券 24,682 25,914

その他 14,184 13,499

貸倒引当金 △490 △523

投資その他の資産合計 38,377 38,891

固定資産合計 106,733 113,244

資産合計 228,802 246,599
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※4
 33,205 35,180

1年内償還予定の社債 － 10,000

短期借入金 9,347 20,549

1年内返済予定の長期借入金 6,759 17,315

コマーシャル・ペーパー 10,000 －

未払法人税等 619 662

賞与引当金 1,768 2,383

その他 27,721 20,939

流動負債合計 89,422 107,031

固定負債

社債 22,000 20,000

長期借入金 15,766 6,762

退職給付引当金 8,821 10,505

役員退職慰労引当金 78 130

その他 7,255 6,059

固定負債合計 53,922 43,457

負債合計 143,344 150,489

純資産の部

株主資本

資本金 38,413 38,413

資本剰余金 39,902 39,902

利益剰余金 22,477 29,281

自己株式 △9,692 △9,689

株主資本合計 91,101 97,908

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2,971 △2,782

繰延ヘッジ損益 △8 －

為替換算調整勘定 △2,750 897

評価・換算差額等合計 △5,731 △1,884

新株予約権 81 56

少数株主持分 6 29

純資産合計 85,457 96,109

負債純資産合計 228,802 246,599
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

売上高 158,867 160,206

売上原価 118,106 119,895

売上総利益 40,760 40,311

販売費及び一般管理費 ※1
 40,182

※1
 40,558

営業利益又は営業損失（△） 578 △246

営業外収益

受取利息 91 117

受取配当金 322 350

有価証券売却益 167 40

その他 266 500

営業外収益合計 848 1,008

営業外費用

支払利息 920 959

持分法による投資損失 81 154

その他 355 338

営業外費用合計 1,357 1,452

経常利益又は経常損失（△） 68 △690

特別利益

前期損益修正益 7 44

固定資産売却益 19 11

その他 16 －

特別利益合計 44 56

特別損失

固定資産除売却損 46 19

投資有価証券売却損 83 27

投資有価証券評価損 87 77

子会社事業再構築費用 774 572

買収関連費用 222 －

退職給付費用 － ※3
 650

課徴金 － 2,815

その他 6 140

特別損失合計 1,221 4,303

税金等調整前四半期純損失（△） △1,109 △4,938

法人税等 ※2
 △258

※2
 △219

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △4,719

少数株主損失（△） － △19

四半期純損失（△） △850 △4,699
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
　至 平成22年12月31日)

売上高 50,843 49,597

売上原価 37,147 37,235

売上総利益 13,695 12,361

販売費及び一般管理費 ※1
 12,544

※1
 12,977

営業利益又は営業損失（△） 1,151 △615

営業外収益

受取利息 20 45

受取配当金 57 77

有価証券売却益 114 23

持分法による投資利益 9 －

その他 22 217

営業外収益合計 223 363

営業外費用

支払利息 326 305

持分法による投資損失 － 74

その他 227 147

営業外費用合計 553 527

経常利益又は経常損失（△） 821 △779

特別利益

前期損益修正益 － 11

固定資産売却益 1 1

その他 2 1

特別利益合計 4 14

特別損失

固定資産除売却損 7 3

投資有価証券評価損 12 －

子会社事業再構築費用 519 272

買収関連費用 222 －

退職給付費用 － ※3
 650

その他 0 8

特別損失合計 761 935

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

64 △1,699

法人税等 ※2
 △9

※2
 △417

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,282

少数株主損失（△） － △1

四半期純利益又は四半期純損失（△） 73 △1,280
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △1,109 △4,938

減価償却費 3,385 3,889

のれん償却額 129 1,147

貸倒引当金の増減額（△は減少） △101 23

賞与引当金の増減額（△は減少） △545 △565

退職給付引当金の増減額（△は減少） 101 △1,348

受取利息及び受取配当金 △413 △467

支払利息 920 959

持分法による投資損益（△は益） 81 154

課徴金 － 2,815

売上債権の増減額（△は増加） 17,557 10,642

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,530 △14,829

仕入債務の増減額（△は減少） △4,837 △1,151

その他 7,481 8,144

小計 15,119 4,475

課徴金の支払額 － △2,815

利息及び配当金の受取額 432 465

利息の支払額 △1,025 △1,007

法人税等の支払額 △2,758 △700

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,767 417

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △2,130 △2,608

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 5,458 1,426

固定資産の取得による支出 △3,045 △2,671

貸付けによる支出 △801 △569

貸付金の回収による収入 1,047 874

営業譲受による支出 △20,693 －

その他 △147 △30

投資活動によるキャッシュ・フロー △20,311 △3,579

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 10,148 △10,280

長期借入れによる収入 949 10,200

長期借入金の返済による支出 △1,920 △10,531

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減
少）

5,000 10,000

社債の発行による収入 15,000 2,000

社債の償還による支出 － △10,000

自己株式の純増減額（△は増加） △4 △3

配当金の支払額 △841 △2,162

その他 △596 127

財務活動によるキャッシュ・フロー 27,734 △10,650

現金及び現金同等物に係る換算差額 26 △376

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 19,216 △14,189

現金及び現金同等物の期首残高 20,547 34,912

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 39,764

※1
 20,723
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

項目
当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

１. 連結の範囲に関する事項の変更 (1)連結の範囲の変更

第１四半期連結会計期間より、重要性が増したため、Novoferm

Schweiz AGを新たに連結の範囲に含めております。

(2)変更後の連結子会社の数

37社

２. 持分法の適用に関する事項の変更 (1)持分法適用非連結子会社の変更

第１四半期連結会計期間より、重要性が増したため、VINA-SANWA

COMPANY LIABILITY LTD.を新たに持分法の適用範囲に含めておりま

す。

(2)変更後の持分法適用非連結子会社の数

９社

３. 会計処理基準に関する事項の変更 (1)「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処

理に関する当面の取扱い」の適用

第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業

会計基準第16号　平成20年３月10日公表分）及び「持分法適用関連会

社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号　平成20

年３月10日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

(2)「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年

３月31日）を適用しております。

これによる、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に

与える影響は軽微であります。
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【表示方法の変更】

　
当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

（四半期連結損益計算書関係）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等規則等の

一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用に伴い、当第３四半期連結累計期間で

は、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示しております。

　

当第３四半期連結会計期間
(自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日)

（四半期連結損益計算書関係）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等規則等の

一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用に伴い、当第３四半期連結会計期間で

は、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示しております。

　

【簡便な会計処理】

　

　

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日)

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 一部の連結子会社において、当第３四半期連結会計期間末の貸倒実

績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られる場合に、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積

高を算定しております。

２．棚卸資産の評価方法 一部の連結子会社において、当第３四半期連結会計期間末の棚卸高

の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかな

ものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法に

よっております。

３．固定資産の減価償却費の算定方法 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償

却費の額を期間按分して算出する方法によっております。

４．法人税等並びに繰延税金資産及び繰

延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額

控除項目を重要なものに限定する方法によっております。

なお、繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年

度末以降に経営環境及び一時差異等の発生状況に著しい変化がないと

認められる場合に、前連結会計年度末において使用した将来の業績予

測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　

　

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日)

１．税金費用の計算 一部の連結子会社（在外子会社）において、当連結会計年度の税引

前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積

り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を

採用しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

※１. 有形固定資産の減価償却累計額

　 69,610百万円

※１. 有形固定資産の減価償却累計額

　 70,181百万円

※２. 損失の発生が見込まれる工事契約に係る仕掛品

は、これに対応する工事損失引当金189百万円を相

殺表示しております。

※２. 損失の発生が見込まれる工事契約に係る仕掛品

は、これに対応する工事損失引当金87百万円を相

殺表示しております。

　３. 偶発債務

連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金等

に対して次のとおり保証を行っております。

(保証債務)

三和シヤッター(香港)有限公司 6百万円

（665千香港ドル）

安和金属工業股分有限公司 8百万円

（3,165千台湾ドル）

上海宝産三和門業有限公司 147百万円

（12,000千元）

Novoferm Shanghai Co.,Ltd.492百万円

（40,000千元）

VINA-SANWA COMPANY LIABILITY LTD.50百万円

（623千USドル）

その他 0百万円

計 706百万円

　３. 偶発債務

連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金等

に対して次のとおり保証を行っております。

(保証債務)

三和シヤッター(香港)有限公司 9百万円

（766千香港ドル）

安和金属工業股分有限公司 11百万円

（3,828千台湾ドル）

上海宝産三和門業有限公司 136百万円

（10,000千元）

Novoferm Shanghai Co.,Ltd.463百万円

（34,000千元）

その他 0百万円

計 620百万円

※４．四半期連結会計期間末日満期手形等の処理

当第３四半期連結会計期間末日は金融機関の休日

でありますが、満期日に決済が行われたものとし

て処理しております。なお、当第３四半期連結会計

期間末残高から除かれている金額は次のとおりで

あります。

受取手形 1,044百万円

支払手形 270百万円

債務引受型決済サービス
(買掛金)

370百万円

 

─────────
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(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

※１．販売費及び一般管理費の主なもの

貸倒引当金繰入額 421百万円

給料手当 15,325百万円

従業員賞与引当金繰入額 1,097百万円

退職給付費用 1,959百万円

※１．販売費及び一般管理費の主なもの

貸倒引当金繰入額 217百万円

給料手当 15,499百万円

従業員賞与引当金繰入額 1,160百万円

退職給付費用 1,687百万円

※２．法人税等の表示方法

「法人税、住民税及び事業税」及び「法人税等調

整額」を一括し「法人税等」として表示しており

ます。

※２．　　　　　　　同　　　左

───────── ※３．当社連結子会社である三和シヤッター工業株式会

社が平成22年10月１日付で確定給付企業年金制度

の一部を確定拠出年金制度へ移行したことによ

り、「退職給付制度間の移行等に関する会計処

理」（企業会計基準適用指針第１号）及び「退職

給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の

取扱い」（実務対応報告第２号）を適用しており

ます。この移行に伴い、当第３四半期連結累計期間

に特別損失として退職給付費用650百万円を計上

しております。

　

第３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日)

※１．販売費及び一般管理費の主なもの

貸倒引当金繰入額 1百万円

給料手当 4,994百万円

従業員賞与引当金繰入額 1,097百万円

退職給付費用 644百万円

※１．販売費及び一般管理費の主なもの

貸倒引当金繰入額 △3百万円

給料手当 4,996百万円

従業員賞与引当金繰入額 1,160百万円

退職給付費用 513百万円

※２．法人税等の表示方法

「法人税、住民税及び事業税」及び「法人税等調

整額」を一括し「法人税等」として表示しており

ます。

※２．　　　　　　　同　　　左

───────── ※３．当社連結子会社である三和シヤッター工業株式会

社が平成22年10月１日付で確定給付企業年金制度

の一部を確定拠出年金制度へ移行したことによ

り、「退職給付制度間の移行等に関する会計処

理」（企業会計基準適用指針第１号）及び「退職

給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の

取扱い」（実務対応報告第２号）を適用しており

ます。この移行に伴い、当第３四半期連結会計期間

に特別損失として退職給付費用650百万円を計上

しております。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日)

※１．現金及び現金同等物の当第３四半期連結累計期間

末残高と当第３四半期連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

（平成21年12月31日現在）

現金及び預金勘定 29,179百万円

有価証券勘定 12,493百万円

預入期間が３ヶ月超の定期預金 △715百万円

取得日から償還日までの期間が
３ヶ月を超える債券等

△1,193百万円

現金及び現金同等物 39,764百万円

※１．現金及び現金同等物の当第３四半期連結累計期間

末残高と当第３四半期連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

（平成22年12月31日現在）

現金及び預金勘定 21,298百万円

有価証券勘定 1,873百万円

預入期間が３ヶ月超の定期預金 △675百万円

取得日から償還日までの期間が
３ヶ月を超える債券等

△1,773百万円

現金及び現金同等物 20,723百万円

　

(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成22年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日

　至　平成22年12月31日）

　
１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 257,920,497

　
　
２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 17,606,270

　
　
３　新株予約権等に関する事項

　ストック・オプションとしての新株予約権

会社名
当第３四半期

連結会計期間末残高
（百万円）

提出会社 81

　
　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月24日
定時株主総会

普通株式 1,201 5.0平成22年３月31日 平成22年６月25日 利益剰余金

平成22年10月29日
取締役会

普通株式 961 4.0平成22年９月30日 平成22年12月３日 利益剰余金

　

　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日)

　
ビル
商業施設
建材事業

住宅
建材事業

メンテ・
リフォーム
事業

その他
事業

計
 

消去又は
全社

連結
 

　 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対する売上高 31,39814,5094,406 529 50,843 ─ 50,843

(2)セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

15 16 1 ─ 33 (33) ─

計 31,41314,5264,408 529 50,877 (33) 50,843

営業利益又は営業損失(△) 210 782 427 △269 1,151 0 1,151

　

前第３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日)

　
ビル
商業施設
建材事業

住宅
建材事業

メンテ・
リフォーム
事業

その他
事業

計
 

消去又は
全社

連結
 

　 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対する売上高 102,01042,17413,2001,482158,867 ─ 158,867

(2)セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

43 90 24 ─ 158 (158) ─

計 102,05442,26513,2241,482159,026(158)158,867

営業利益又は営業損失(△) △96 △20 1,261 △566 579 (1) 578

(注) １　製品系列を考慮し、事業区分を行っております。

２　各事業の主な製品は以下のとおりであります。

　　(1) ビル商業施設建材事業……シャッター製品、シャッター関連製品、ビル用ドア製品、間仕切製品、ステンレス製

品、フロント製品、荷役設備製品等

　　(2) 住宅建材事業………………窓製品、住宅用ドア製品、エクステリア製品、住宅用ガレージドア製品等

　　(3) メンテ・リフォーム事業…メンテ・サービス事業、リフォーム事業

　　(4) その他事業…………………車両用ドア製品
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【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)

　 日本 北米 欧州 計
 

消去又は
全社

連結
 

　 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対する売上高 29,13510,78210,92550,843 ─ 50,843

(2)セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

3 ─ 0 4 (4) ─

計 29,13810,78210,92650,847 (4) 50,843

営業利益 315 462 373 1,151 (0) 1,151

　

前第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)

　 日本 北米 欧州 計
 

消去又は
全社

連結
 

　 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対する売上高 94,60431,24133,021158,867 ─ 158,867

(2)セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

9 56 11 78 (78) ─

計 94,61431,29833,033158,946 (78) 158,867

営業利益又は営業損失(△) 771 △199 5 578 0 578

(注) 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

１　国又は地域の区分の方法………………地理的近接度による

２　各区分に属する主な国又は地域………北　米：アメリカ、カナダ、メキシコ他

欧　州：ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、イギリス他
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【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)

　 北米 欧州 その他 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 10,637 10,879 179 21,697

Ⅱ　連結売上高(百万円) ─ ─ ─ 50,843

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

20.9 21.4 0.4 42.7

　

前第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)

　 北米 欧州 その他 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 30,944 32,926 444 64,314

Ⅱ　連結売上高(百万円) ─ ─ ─ 158,867

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

19.5 20.7 0.3 40.5

(注) 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

１　国又は地域の区分の方法………………地理的近接度による

２　各区分に属する主な国又は地域………北　米：アメリカ、カナダ他

欧　州：ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、イギリス他

その他：中国、東南アジア他

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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【セグメント情報】

１  報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で

あり、最高経営意思決定機関である取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期

的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、主にビル商業施設建材製品、住宅建材製品等の生産・販売、それら製品のメンテ・

サービス及びリフォーム事業を行っており、国内においては、三和シヤッター工業株式会社を中心に、北

米では、Overhead Door Corporationを中心に、欧州では、Novoferm GmbHを中心に各地域の現地法人にて

構成されております。現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、取り扱う製品については、各地域の

包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

従いまして、当社グループは、生産・販売体制を基礎とした法人単位での地域別セグメントにて構成さ

れており、「日本」「北米」及び「欧州」の３つを報告セグメントとしております。

　

各報告セグメントに属する主な製品及びサービスの種類は以下のとおりであります。

「日本」

シャッター製品、シャッター関連製品、ビル用ドア製品、間仕切製品、ステンレス製品、フロント製

品、窓製品、住宅用ドア製品、エクステリア製品、住宅用ガレージドア製品、メンテ・サービス事業、

リフォーム事業等

「北米」

シャッター製品、シャッター関連製品、荷役設備製品、住宅用ガレージドア製品、車両用ドア製品等

「欧州」

シャッター製品、シャッター関連製品、住宅用ガレージドア製品、メンテ・サービス事業等
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２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

　

　 報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

日本 北米 欧州 計

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 83,84550,30725,979160,132 74 160,206

セグメント間の内部
売上高又は振替高

11 23 22 57 △57 ─

計 83,85650,33026,001160,189 17 160,206

セグメント利益
又は損失(△)

403 1,666 129 2,199△2,445 △246

(注) １　調整額の内訳は、以下のとおりであります。

(1)売上高

・その他の売上高 74百万円
　

・セグメント間取引消去 △57百万円

(2)セグメント利益又は損失（△）

・その他の利益 74百万円
　

・全社費用 △1,373百万円
　

・のれんの償却額 △1,146百万円
　

・セグメント間取引消去 △0百万円

その他の内容は、管理業務に伴う付随的な活動によるものであります。

全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費などであります。

２　セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

３　各報告セグメントに属する主な国又は地域は以下のとおりであります。

北米…アメリカ、カナダ、メキシコ他

欧州…ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、イギリス他
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当第３四半期連結会計期間(自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31日)

　

　 報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

日本 北米 欧州 計

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 24,26117,003 8,318 49,583 13 49,597

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1 7 3 12 △12 ─

計 24,26217,011 8,321 49,595 1 49,597

セグメント利益
又は損失(△)

△837 758 264 184 △800 △615

(注) １　調整額の内訳は、以下のとおりであります。

(1)売上高

・その他の売上高 13百万円
　

・セグメント間取引消去 △12百万円

(2)セグメント利益

・その他の利益 13百万円
　

・全社費用 △448百万円
　

・のれんの償却額 △365百万円
　

・セグメント間取引消去 0百万円

その他の内容は、管理業務に伴う付随的な活動によるものであります。

全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費などであります。

２　セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

３　各報告セグメントに属する主な国又は地域は以下のとおりであります。

北米…アメリカ、カナダ、メキシコ他

欧州…ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、イギリス他

　

(追加情報)

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号

  平成20年３月21日)を適用しております。
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額
　

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

　 　

　 355.24円
　

　 　

　 399.56円
　

(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 85,457 96,109

普通株式に係る純資産額(百万円) 85,369 96,024

差額の主な内訳(百万円) 　 　

  新株予約権 81 56

  少数株主持分 6 29

普通株式の発行済株式数(千株) 257,920 257,920

普通株式の自己株式数(千株) 17,606 17,593

１株当たり純資産額の算定に用いられた四
半期連結会計期間末（連結会計年度末）の
普通株式の数（千株）

240,314 240,326

　
２  １株当たり四半期純損失金額等

第３四半期連結累計期間
　

前第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

１株当たり四半期純損失金額 △3.54円
　

１株当たり四半期純損失金額 △19.56円
　

(注) １.　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在しますが、１株当たり四半期純

    損失であるため、記載しておりません。

２.　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎

項目
前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
 至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
 至　平成22年12月31日)

１株当たり四半期純損失金額 　 　

四半期純損失金額(百万円) △850 △4,699

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─

普通株式に係る四半期純損失金額(百万円) △850 △4,699

普通株式の期中平均株式数(千株) 240,338 240,324

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜
在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が
あったものの概要

─ ─
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第３四半期連結会計期間

　

前第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 0.31円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 0.31円
　

１株当たり四半期純損失金額 △5.33円
　

(注) １.　当第３四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在しま

すが、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

２.　１株当たり四半期純利益金額又は潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び１株当たり四半期純損失

金額の算定上の基礎

項目
前第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額
又は四半期純損失金額

　 　

四半期純利益金額又は
四半期純損失金額（△）(百万円)

73 △1,280

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─

普通株式に係る四半期純利益金額
又は四半期純損失金額（△）(百万円)

73 △1,280

普通株式の期中平均株式数(千株) 240,333 240,320

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益調整額（百万円） ─ ─

普通株式増加数(千株) 227 ─

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜
在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が
あったものの概要

─ ─

　
(重要な後発事象)

当第３四半期連結会計期間(自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31日)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

(1)中間配当金について

第76期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）中間配当については、平成22年10月29日開催の

取締役会において、平成22年９月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主もしくは登録株式質

権者に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額 961百万円
　

②　１株当たりの金額 ４円00銭
　

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成22年12月３日

　

(2)重要な訴訟事件等

平成22年６月９日、公正取引委員会より当社において独占禁止法第３条の規定に違反する行為（「近畿

地区における受注調整関係事件」）があったとして課徴金納付命令を受けました。また、同日付で同委員会

より当社連結子会社の三和シヤッター工業株式会社（以下、「三和シヤッター」という。）において独占禁

止法第３条の規定に違反する行為（「近畿地区における受注調整関係事件」及び「全国における価格カル

テル関係事件」）があったとして排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。

これらのうち、当社及び三和シヤッターでの「近畿地区における受注調整関係事件」に係る課徴金納付

命令、三和シヤッターでの「全国における価格カルテル関係事件」に係る排除措置命令及び課徴金納付命

令については、これを不服として、平成22年８月４日に同委員会に審判請求を行い、平成22年10月４日付で

同委員会より審判手続きを開始する通知を受け、平成22年11月10日に審判が開始され、審判請求に基づく審

理は継続中であります。

なお「近畿地区における受注調整関係事件」に関しては、平成22年８月10日に排除措置命令が確定し、三

和シヤッターは、平成22年10月25日付で国土交通省関東地方整備局から、建設業法第28条第３項の規定に基

づき、平成22年11月９日から平成22年12月８日までの30日間の営業停止処分を受けました。

（注）本件に係る課徴金相当額については、第１四半期会計期間において特別損失に計上しております。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年２月10日

三和ホールディングス株式会社

取締役会  御中

　

協立監査法人
　

　
　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    御    前    善    彦    印

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    朝　　田　     潔       印

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている三和

ホールディングス株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結

会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日か

ら平成21年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算

書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明する

ことにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、三和ホールディングス株式会社及び連結子会

社の平成21年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結

累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年２月10日

三和ホールディングス株式会社

取締役会  御中

　

協立監査法人
　

　
　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    御    前    善    彦    印

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    朝　　田　     潔       印

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている三和

ホールディングス株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結

会計期間(平成22年10月１日から平成22年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成22年４月１日か

ら平成22年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算

書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明する

ことにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、三和ホールディングス株式会社及び連結子会

社の平成22年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結

累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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